
建設業許可を取り消した建設業許可業者について、建設業法第29条の５第１項の規定により、次のとおり公告します。

令和7年1月1日

【注意事項】

・廃業届の提出による取消処分であり、違法行為等による取消処分ではありません。

・一覧にある業者の中には、一部の業種のみを廃業した業者も含まれています。

１　処分の内容

　建設業法第29条第１項の規定による取消し

２　処分の原因となった事実

　建設業を廃業した旨の届出があり、このことが、建設業法第29条第１項第４号の規定に該当する。

３　処分年月日、許可番号、商号又は名称、代表者氏名、主たる営業所の所在地及び取り消した許可

　次の表のとおり

　※処分年月日時点の状況です。

処分年月日 商号又は名称 代表者
全部廃業又は
一部廃業

取り消した許可業種

令和6年7月2日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 29282 号 友信建材（株） 戸田　圭紀 広島県福山市 水呑町３６９８ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年7月22日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 2177 号 中和建設工業（株） 大方　幸一郎 広島県安芸郡府中町 茂陰２－４－４ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年7月25日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 34961 号 （株）三樹家 西田　啓三 広島県呉市 広大広１－６－５ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年7月31日 広島県知事 （ 特 － 3 ） 第 2198 号 広南開発（株） 中川　一雄 広島県呉市 倉橋町９４８３－１ 一部廃業 建、大

令和6年7月16日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 31150 号 （有）政吉組 政吉　タカエ 広島県世羅郡世羅町 川尻１６１７ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年7月22日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 39174 号 （株）友 大加瀬　隆英 広島県大竹市 御園１－４－１２ 一部廃業 大、左、石、屋、タ、板、ガ、塗、防、絶、具

令和6年7月19日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 40519 号 （株）東明建設 横山　暢博 広島県東広島市 黒瀬楢原東３－１１－１１ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和6年7月19日 広島県知事 （ 般 － 4 ） 第 34264 号 岡本建設（株） 岡本　拓也 広島県豊田郡大崎上島町 東野４１８５－１ 一部廃業 園

令和6年7月18日 広島県知事 （ 般 － 5 ） 第 36793 号 Ｚｅｎ　Ｓｔｙｌｅ（株） 今田　善樹 広島県広島市安佐北区 可部３－３７－４０ 一部廃業 建、大、屋、タ、内

令和6年7月18日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 23798 号 （株）建和ハイテック 中尾　尚弘 広島県広島市南区 出島１－３２－５４ 一部廃業 鋼、水

令和6年7月18日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 35047 号 （株）イーテック２４ 岡永　昭雄 広島県広島市西区 南観音８－１５－５ 一部廃業 消

主たる営業所の所在地許可番号

公告


